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横 浜 市 教 育 委 員 会 

臨時会会議録 

 

 

 

  １ 日  時  平成28年11月18日（金）午前10時00分 

 

  ２ 場  所  教育委員会会議室 

 

  ３ 出 席 者  岡田教育長 今田委員 間野委員 西川委員 長島委員 宮内委員 

 

  ４ 欠 席 者  なし 

 

  ５ 議事日程  別紙のとおり 

 

  ６ 議事次第  別紙のとおり 
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教 育 委 員 会 臨 時 会 議 事 日 程 

 

平成 28年 11月 18日(金)午前 10時 00分 

 

１ 会議録の承認 

 

２ 一般報告・その他報告事項  

  平成 28 年度横浜市立中学校総合体育大会閉会式及び全国中学校総合体育大会優勝校副

市長表敬の報告について 

 

３ 審議案件 

教委第 51号議案 横浜市立高等学校事務長設置規則の改正について 

教委第 52号議案 審査請求に関する教育長臨時代理について 

 

４ その他 
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［開会時刻：午前10時00分］ 

  

 それでは、ただいまから教育委員会臨時会を開会いたします。 

 まず、事務局から報告がありますので、報告をお願いします。 

 

 本日は急施を要する案件として、教委第52号議案「審査請求に関する教育長臨

時代理について」を追加で御審議いただきたいと思います。以上でございます。 

 

 報告にありましたとおり、横浜市教育委員会会議規則第12条に基づく急施を要

する案件として、教委第52号議案「審査請求に関する教育長臨時代理につい

て」、後ほど、審議案件の中で審議を行うこととしてよろしいでしょうか。 

 

＜了 承＞ 

 

 それでは、教委第52号議案は、後ほど、御審議いただきたいと思います。 

 議事日程に従いまして、会議録の承認を行います。10月28日の会議録の署名者

は間野委員と長島委員です。会議録につきましては、既にお手元に送付してござ

いますが、字句の訂正を除き、承認してよろしいでしょうか。 

 

＜了 承＞ 

 

 それでは、承認いたします。字句の訂正がございましたら、後ほど事務局まで

お伝えください。 

 なお、前回11月７日の会議録については、準備中のため、次回以降に承認する

ことといたします。 

 次に、議事日程に従い、一般報告となりますが、一般報告の前に私から１つ御

報告をさせていただきたいと思います。 

 現在、多くの新聞、テレビでいじめに関する報道がされておりまして、大変御

心配をおかけしております。この報道は前回の教育委員会で、「いじめ防止対策

推進法第28条第１項に係る重大事案の対応について」という議題で、非公開で議

論させていただきました。 

 11月15日にそのお子様の保護者代理人である弁護士の方が記者会見を開かれま

して、私が市政記者からの取材の申込みを受けて、一括で取材をお受けしまし

た。翌日、16日には市長が定例記者会見で市政記者の質問にコメントされ、それ

らについて報道されているものでございます。 

 被害児童生徒や、関わった児童生徒に十分な支援ができなかったことを、本当

に申し訳なく思っています。第三者委員会から学校・教育委員会に対していただ

いた厳しい御指摘に対しましては、教育委員会としても、なぜこのような事態に

至ったのかを自ら検証し、その上で教育委員会と学校が協力して児童生徒の支

援・指導を進められるように、支援の在り方や支援体制の対策を整えていかなけ

ればならないと考えています。 

 新たな対策につきましては、時間がかかってもしっかりと考え、取り組んでま

いります。まずは取り急ぎ、各学校ですぐに行ってほしいことをまとめ、通知す

る予定です。今、私たちが一番に考えなければいけないことは、まずはそのお子

様のケア、併せて関係した子供たちを丁寧に指導しながら、成長を見守っていく
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ことだと思っています。 

 いじめの具体的な内容につきましては、関係する子供たちの個人情報、プライ

バシーが関わることですので、今後も公表はできないと考えています。学校や教

育委員会の対応に関する課題や指摘事項については、可能な限り公表しておりま

す。再発防止について、内容が整い次第、御報告していきたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 皆様から何か御意見がございましたらお願いいたします。 

 

 今回の福島原発事故に関わるいじめがあったという報道を見ていますと、実に

悲惨なことだと思います。悲惨というのは、あれだけの事故があって、日本国中

で、大震災に遭われた方、また原発で避難を余儀なくされた方に対する支援をし

ようという、国民的運動が盛り上がったわけです。その中でああいった報道がさ

れているようなことが事実としてあったとすると、これは誠に恥ずかしいことで

あり、私たちは教育関係者として、なぜこんなことになったのかということを猛

省していかなければいけないことだろうと思っております。 

 今、教育長が言われたように、支援の在り方、支援体制という体制論も大事で

すが、もう一つ大事なことは、教育そのもののやり方だと思います。いじめては

いけない、なぜそんなことをしてしまうのかというような、道徳教育の根本問題

を横浜としても真摯に取り上げなければいけない、ということを我々に投げつけ

られたわけですので、横浜市教育委員会としても、とにかくいじめをなくすとい

うことに、強い決意を持ってコミットしていくというように、改めて自分たちに

言い聞かせるべきだと考えております。 

 

 ありがとうございます。ほかにはいかがですか。 

 

 非公開の議論のときに申し上げたのですが、今もお話がありましたように、記

録を拝見しながら、ある種の魂の教育と言うときついかもしれませんけれども、

パッションを持ったものがやはり必要ではないかと思いました。来てほしくない

と言われて、先生が行かなかったというのは、やはりそうではなくて、それでも

しっかりフェース・トゥ・フェースで子供の家庭に訪ねていくということがない

と、しっかりした対応はできません。それはどの世界においてもそうだろうと思

います。その部分はもう一度しっかり反省することが必要だと思います。 

 それから、いじめの問題について、いろいろと子供を指導していくときに、腑

に落ちる、しっかりと心の中でなるほどな、と思うアドバイスの仕方というもの

を、もう一度工夫していくことが必要ではないかと思います。 

 それから、今回の場合、せっかくいろいろと経過があって、方面別学校教育事

務所も設けたのに、どうも今一つうまく機能していなかったというのは、せっか

くあれだけの良い制度を作ったわけですから、もう一度大いにしっかり反省し

て、機能するようにやっていくことが大事ではないかと思いました。 

 以上です。 

 

 どうぞ。 

 

 あってはならないことが起きてしまったと、心が痛く感じております。また、

あの当時、本当に原発に対しての意識が日本中、あるいは世界でも大分広まっ

て、どうしたら良いのだろうという話題になったと思います。しかし、そのこと

が共有されていない、大人もいたのかなと。 
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 それから、御家族におかれても、今、横浜にそういう子が150名ぐらい転入して

いると聞いております。その子たちが、志を持って気持ち良く過ごせるような体

制を作るのが学校現場ではないかと思っております。そのときに、やはり学校だ

けではなくて、保護者の方にも、今そういう子が来ているんだよ、どうかなとい

うような優しい思いやりの心を是非持ってほしかったということで、非常に残念

に思っております。恥ずかしいということもあるのですが、どうしてしまったの

かということで、今、私の頭の中で分からないところが実はたくさんあります。 

 ですから、もちろんこの子たちへの対応もそうですが、今横浜に来てくださっ

ている子供たちへの対応も併せてもう一度見直す必要があるのではないかと感じ

ております。 

 また、いじめということに関しましては、道徳イコールいじめがなくなるとい

うことでもないと思うので、是非、日々職員をはじめ、学校ももう一度襟を正し

ていかなければいけないのではないかと私は強く感じております。今回のことに

対しては、本当に皆様に大変心配をかけてしまったと思います。子供たちにはし

っかりと前を向いて歩いてほしいと心から思っているところです。 

 

 どうぞ。 

 

 いじめを受けてこのような状況に陥ってしまった子供たちやその御家族に対し

ては、本当に申し訳ないという思いがあります。やはり、当該児童生徒であった

り、または周りの環境にある子供たちが、どのようにこれをとらえて成長してい

くかということが大切なことだと思っています。当該児童生徒はもちろんのこ

と、教育環境を整えるという意味では、本当に私たち大人が真摯に受けとめて、

規範意識が育つとか、相手を思いやれるとか、社会全体で育てる仕組みを、今一

度、考えていかなければいけないのではないかと思っています。 

 もちろん、そういう体制で私たちは子供たちの育成に関して、教員という立

場、保護者という立場、教育行政という立場、そして、地域や様々な方の力を借

りて子供たちを育てているわけですが、まだまだ足りないと思いました。1,000人

いれば1,000通り、26万人いれば26万通りの子供たちの思いや形を大切にしなが

ら、しっかりと向き合っていくべきだと改めて思いました。 

 

 多分、今も毎日学校でいろいろと小さないじめがたくさんある中、児童支援専

任を置いて、いじめの発見件数を増やして、しかも解決率も高めてきている中、

こういう問題がいまだに起きているということに関して、大変申しわけなく思っ

ています。 

 担任が発見して、児童支援専任の協力を仰いで、副校長、校長、そして方面別

学校教育事務所、そして我々教育委員会に上がってくるのですが、この時間が余

りにも遅過ぎるというのは、何か構造や体制に問題があるのではないかと思いま

す。このあたりのことも、我々は真摯に受けとめて、なるべく早くそういった問

題がここまで上がってきて、きちんと指示ができるような改革に取り組む必要が

あるのではないかということを感じました。 

 

 ありがとうございます。 

 

 今、間野さんが言われた体制問題なのですが、体制プラス精神論になってしま

うのですけれども、学校現場も、また事務局の中にも、事が起きたときの危機意

識というか、何となく怖いものは見たくないという深層心理が働いてしまうの



6 

 

 

 

 

岡田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

小林教育次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

か、もしくは事なかれ主義というものがあるのかもしれません。そういうことが

あるのではないかという、性悪説的なアプローチで私たちのやっていることを白

紙から洗い直して考え直すというぐらいの決意が必要だと考えております。 

 

 様々な御意見をいただきました。私たちは、教育現場に対して事なかれ主義な

どということは断じてありませんので、そこは御理解いただきながら、これから

複雑に絡み合ったこういう問題にどう対応していけば、それぞれ関わった方たち

が、納得しながら子供たちの成長をしっかりと促していけるのかということの在

り様をしっかりと検証して、再発防止に努めていかなければいけないと思ってお

ります。改めてまた議論をさせていただきたいと思います。 

 それでは、議事日程に従いまして、一般報告に移らせていただきます。 

 

【一般報告】 

 

１ 市会関係 

 

 教育次長の小林です。それでは、報告いたします。 

 まず、市会関係ですが、前回の教育委員会定例会から本日までの間についての

報告事項はございません。 

 

２ 市教委関係 

 （１）主な会議等 

  ○11／11 サンディエゴ統一学校区教育委員長による教育長表敬 

  ○11／11 スクールミーティング 

  ○11／12 第52回横浜市立小学校球技大会 バスケットボールの部 

  ○11／12 上星川小学校50周年記念式典 

 （２）報告事項 

  ○平成28年度横浜市立中学校総合体育大会閉会式及び全国中学校総合体育大 

会優勝校副市長表敬の報告について 

 

 次に、教育委員会関係の主な会議等ですが、11月11日にサンディエゴ統一学校

区教育委員長による岡田教育長への表敬訪問が行われました。今回の訪問では教

育長と意見交換を行ったほか、サンディエゴ統一学校区の３校と教育パートナー

シップ協定を締結している金沢高校、金沢中学校、金沢小学校が視察を受けてお

ります。また、浦島小学校も訪問を受け、子供たちが英語によるコミュニケーシ

ョン活動を体験している小学校英語村の視察及び意見交換が行われました。 

 同じく11月11日には、教育委員全員で宮谷小学校を訪問し、スクールミーティ

ングを実施いたしました。今回は健康科、心・体・食の研究を推進し、また、学

校支援地域本部や軽井沢中学校との小中連携等、学校経営の特色をテーマとし

て、授業視察や意見交換を行いました。 

 11月12日には、第52回横浜市立小学校球技大会バスケットボールの部が横浜国

際プールで行われ、教育長が出席し、挨拶を行いました。こちらには、市内小学

校の代表校である42校の５年生、６年生、約1,300人が参加しております。当日

は、元バスケットボール日本代表主将の原田裕花さんが来場し、実技を交えて講

演してくださいました。 

 同じく11月12日には、上星川小学校の創立50周年記念式典が行われ、宮内委員

が出席、挨拶をしております。 
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 次に、報告事項ですが、平成28年度横浜市立中学校総合体育大会閉会式及び全

国中学校総合体育大会優勝校副市長表敬の報告について、この後、所管課から報

告させていただきます。 

 私からの報告は以上です。 

  

 報告が終了いたしました。御質問等はございますでしょうか。 

 

 11月３日に若葉台小学校・中学校の10周年記念式典がございまして、私が参加

してまいりましたが。 

 

 そちらにつきましては、前回報告させていただいております。 

 

 ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。 

 特に御質問がなければ、平成28年度横浜市立中学校総合体育大会閉会式及び全

国中学校総合体育大会優勝校副市長表敬の報告について、所管課から説明いたし

ます。 

 

 指導部長の長谷川です。よろしくお願いいたします。 

 平成28年度横浜市立中学校総合体育大会は、大きなけがもなく無事に終了する

ことができました。11月９日に行われました閉会式と、閉会式終了後に全国中学

校体育大会で優勝した生徒たちが副市長への表敬訪問を行いましたので、併せて

所管課長より報告させていただきます。 

 

 指導企画課長の三宅でございます。お手元の資料を御覧ください。 

 はじめに、横浜市立中学校総合体育大会閉会式について御報告させていただき

ます。 

 本年度の中学校総合体育大会閉会式は、今、部長からありましたように、11月

９日水曜日、横浜文化体育館で行われました。閉会式には、市内146校の中学校運

動部の部長と、各校から２名ずつ選出されました体育活動優秀生徒を合わせたお

よそ2,000人が参加いたしました。式典では、成績発表と表彰が行われました。 

 本年度の各総合順位につきましては、別紙１を御覧ください。上段、平成28年

度横浜市立中学校総合体育大会各総合順位を御覧ください。男女総合優勝は六角

橋中学校、２位、岡津中学校、３位、万騎が原中学校です。男子総合優勝は六角

橋中学校、２位、万騎が原中学校、３位、東山田中学校。女子総合優勝は金沢中

学校、２位、岡津中学校、３位、中川西中学校です。以下、表のとおりの結果と

なっております。各種目の順位につきましては下段にございますので、後ほど御

確認ください。 

 資料にお戻りください。次に、体育活動優秀生徒の表彰が行われました。体育

活動優秀生徒は、記録的に優秀な成績を挙げた生徒や、ハンディキャップに打ち

勝ち、保健体育の実践に努力している生徒などを表彰いたしました。本年度は、

車椅子の生徒も１名表彰いたしました。 

 続きまして、「選手代表の言葉」があり、六角橋中学校剣道部の大将を務めた

遠藤航介さんと、柔道部部長の朝飛真実さんが様々なプレッシャーと戦いながら

努力を続けてきたことや、関わってくださった方々への感謝の気持ちを述べると

ともに、夢や新たな目標に向けて努力し続けていくことを力強く誓ってくれまし

た。別紙２に「選手代表の言葉」がございますので、後ほど御覧ください。 

 式典後には、特別演技といたしまして、領家中学校、大綱中学校、鶴ケ峯中学
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校による新体操の演技と、早渕中学校によるダンスの演技が披露されました。ま

た、横浜Ｆ・マリノスの齋藤学選手が来場予定でございましたが、ワールドカッ

プ最終予選の日本代表に選出されたということで、来場できなくなってしまった

ため、ビデオレターによる生徒たちへの激励のメッセージを頂きました。 

 裏面を御覧ください。続きまして、全国中学校体育大会優勝校の柏崎副市長表

敬訪問について、御報告させていただきます。閉会式終了後に市庁舎２階応接室

で行われました。来庁したのは、六角橋中学校、港南中学校、鶴ケ峯中学校の３

校６名でございます。 

 全国中学校柔道大会では、六角橋中学校の朝飛真実さんが女子個人戦70キロ級

で優勝いたしました。横浜市総合大会、神奈川県総合体育大会、関東大会、全国

大会、４大会全てで優勝というすばらしい結果でございました。 

 全国中学校水泳大会では、港南中学校が男子の部で総合優勝を果たし、競技で

は男子団体４×100メートルフリーリレーで優勝、個人でも須田悠介さんが男子

100メートル自由形において、大会新記録で優勝、男子50メートル自由形でも２位

に入賞しております。 

 鶴ケ峯中学校の泉原凪沙さんは女子200メートル背泳ぎで優勝、そして女子100

メートル背泳ぎでも２位に入賞しております。 

 ３選手から、「2020年の東京オリンピックを目指したい」との力強い言葉があ

りました。是非、期待したいと思います。 

 最後の写真撮影の際には、ちょうど業務の合間を縫って来られた林市長にも参

加していただき、生徒にとってとても良い記念になったと思います。 

 簡単ではございますが、御報告は以上でございます。 

 

 報告が終了いたしました。何か御質問等はございますでしょうか。 

 

 横浜の生徒が全国で活躍して、すばらしいことだと思います。その一方で、い

まだに部活動の中では体罰があったり、セクハラがあったり、あるいは部費の横

領があったり、影の部分もたくさんあるわけです。月曜日に林市長と懇談会があ

りまして、林市長とも横浜市立中学校の部活動の在り方について、意見交換をし

ました。すばらしいところがある一方で、影があるということを私は言いまし

た。まさに改革をしないといけないということも、是非、所管課として認識し

て、光の部分だけを見て、今の部活動を肯定的にとらえないで、実際にそういっ

たいろいろな問題があるので、それを解決しなければいけないという、そちらに

もしっかり目を向けていただきたいと思います。以上です。 

 

 貴重な御意見をありがとうございました。 

 

  

ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、次に、議事日程に従い、審議案件に移ります。まず、会議の非公開

について、お諮りします。教委第52号議案、「審査請求に関する教育長臨時代理

について」は人事案件のため、非公開としてよろしいでしょうか。 

 

＜了 承＞ 

  

 それでは、教委第52号議案は非公開といたします。 

 議事日程に従い、教委第51号議案「横浜市立高等学校事務長設置規則の改正に
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ついて」所管課から説明いたします。 

 

 教職員人事部長の魚屋でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、教委第51号議案、市立高等学校事務長設置規則の全部改正について

説明させていただきます。この改正は、来年４月に予定されております県費教職

員の市費移管に伴いまして事務手続を行うため、市立学校事務長設置規則を定め

るというものでございます。 

 それでは、内容につきまして、市川教職員人事課長から説明させていただきま

す。 

 

 教職員人事課長の市川です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、１枚おめくりいただきまして、２ページを御覧ください。提案理由

でございます。横浜市立の小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校に事

務長を設置するなどのため、横浜市立高等学校事務長設置規則の全部を改正した

いので提案させていただきます。 

 詳しい内容につきましては、別紙の参考資料のほうを御覧いただきまして、こ

ちらで説明させていただきたいと思います。 

 まず、規則改正の趣旨でございます。現在、学校事務職員は原則として１校に

１人しか配置されていないという状況がございます。身近に業務を指導する職員

がいないことから、業務執行管理や人材育成等に課題が生じているという状況が

ございます。一部の学校に事務長を配置することで、人材育成の仕組みを整え、

単数配置による課題を解消するとともに、新たに担う職務を含めた業務全体を、

適切に執行管理できる体制といたします。事務長が学校事務職員の人材育成、業

務執行管理を担うことで、各学校の事務がより正確に効率よく処理されることと

なるほか、副校長の負担軽減にもつながりまして、副校長が学校教育の管理に注

力できるようにという趣旨で改正させていただきます。 

 ２番は新旧対照表になります。現在の規則につきましては、横浜市立高等学校

事務長設置規則となっておりますが、今回の全部改正に伴いまして、規則の名称

を横浜市立学校事務長設置規則に改めさせていただきます。 

 以下、設置等、１条から簡単に説明させていただきます。１条につきまして

は、横浜市立小学校の小学校、中学校及び義務教育学校（教育長が指定するもの

に限る。以下「小中学校等」といいます）並びに特別支援学校及び高等学校に事

務長を置くというものです。 

 １条の２としまして、事務長は、事務職員のうちから横浜市教育委員会が任命

させていただきます。 

 第２条として、小中学校等及び、特別支援学校の事務長は、校長の命を受け、

当該小中学校等及び、特別支援学校の事務を処理し、事務職員を指揮監督すると

ともに、高等学校以外の学校における学校事務全般に係る支援等を行う。 

 ２条の２としまして、高等学校の事務長は、校長の命を受け、当該高等学校の

事務を処理し、事務職員及び用務員を指揮監督する。 

 ３条、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。 

 附則として、施行期日といたしましては、平成29年４月１日から施行いたしま

す。ただし、次の規定につきましては公布の日から施行するといたしまして、準

備行為、附則２といたしまして、第１条第１項の規定に基づき横浜市立の小中学

校等及び特別支援学校に置かれる事務長の任命のために必要な行為につきまして

は、この規則の施行前においても行うことができるというものです。 

 本文のほうに戻っていただきまして、３ページにつきましては今説明いたしま
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した「横浜市立学校事務長設置規則をここに公布する」ということで、条文を書

いております。 

 説明といたしましては以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 所管課から説明が終了いたしました。御質問等はございますか。 

 

 発足時は何人ぐらい事務長ができることになりますか。 

 

 16名を予定しております。各方面ごとに４名ずつで、４方面ありますので、16

名の活用を予定しております。あと、特別支援学校は８名です。ですから、合わ

せまして24名です。 

 

 高校はそのままですか。 

 

 高校は現在も事務長がおりますので、現状のままです。 

 

 

 事務職から校長先生になった人もいましたね。今まだ何人かいますか。 

 

 現在はございません。 

 

 

 それと、この制度をタイムリーにやることは結構なことだと思うのですが、

「事務を処理し」という事務の範疇というか、領域のとらえ方は多少弾力的に。

事務長というような位置付けになって、ほかのところをいろいろと指導するのに

併せて、自分のいる学校のいろいろなことに対して校長の良い相談相手になっ

て、サポートするようなことも有り得ると思います。ですから、「事務を処理

し」というのをそれなりに豊かに解釈していくことが大事ではないかと思うので

すが、どうですか。 

 

 今回、市費移管に伴ってということで、それをチャンスとしてとらえまして、

業務内容の見直しをしたいと考えております。大きくは庶務事務システムが新た

に導入されますので、そういったことに伴う業務の整理、副校長が担っていた準

公金の業務なども整理したりということと併せまして、今、今田委員からお話が

ありましたようなことも含めて整理していきたいと考えております。 

 

 すみません。１つ訂正をさせていただきます。先ほど事務職出身の校長が不在

と申しましたが、１名再任用でいらっしゃるということです。訂正させていただ

きます。失礼いたしました。 

 

 ほかには。どうぞ。 

 

 この制度を私はとても歓迎いたします。実は、やはり１人配置というのはかな

りいろいろと無理なところもありますので、高校を除いて一部の学校ということ

で、今24名ということですが、いずれ全校に配置されたら良いのではないかと考

えております。副校長の事務的なことを負っていただけるということについて

は、副校長がやはり自分の学校の職員を管理監督するときに、向き合う時間がで
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きるのではないかと大変期待しています。また課題が出たらその辺を検討しなが

ら、この部分が良ければ徐々に進めていただければ有り難いと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

 ほかにはいかがですか。どうぞ。 

 

 私もとても歓迎しています。どうしても情報の共有もなく１人仕事というとこ

ろ、でスキルの違いなどもあり、学校間で違いがあるというところの埋め合わせ

になっていくのではないかと思います。今、特別支援学校を除いて、大体お一人

30校程度を見られるということになるのですが、これで足りるのか、30校見られ

るのかということ、また今後、増員する予定があるのか、お聞かせください。 

 

 確かに１人で30校というのは、管理スパンが広い状態にあります。まずは、平

成29年４月の市費移管に合わせます。１人職場ですので、業務経験が浅い職員で

ありますとか、新採用の職員がおりますから、まずはそういった職員への業務指

導などをメインにやっていただこうと考えています。その上で、状況を見ながら

増員等については検討していきたいと考えています。 

 

 ほかにはよろしいでしょうか。 

 

 僕も長島委員と同じ計算をしていて、１人30校というのは、機能しにくいので

はないか、つまり事務長が少ないのではないかと思います。様子を見ながらとい

うよりも、やるならばしっかり、一体どれぐらいの範囲が適切なのかという、も

ちろん予算の制約はあるのですが、様子を見ながらではなくて、計画的にしっか

り配置していった方が良いのではないかと思います。年次の浅い人がどれぐらい

いるのですか。採用も含めてです。例えば、30校に年次が浅くて事務長が集中的

に見なければいけない人というのは何人ぐらいいますか。 

 

 割合でも良いですよ。 

 

 あるいは、もう経験が十分で、事務長にはよほどのことがない限り相談しなく

てもいい人というのはどれぐらいの割合でいるのですか。 

 

 級でいきますと、40歳以上の比較的経験がある４級、５級、６級という職は大

体147名ぐらいいます。全体が650名少しですので、それからしますと20％ぐらい

は経験がかなりある職員と言えると思います。 

 

 そうすると、80％の人は余り経験がないので、１人で24人ぐらい見なければい

けないということでしょうか。 

 

 今言いましたのは、割とベテランといいますか、経験をかなり積んでいる職員

ということですので、中堅層がいて、あと経験がないという職員の層だと思いま

す。 

 

 マンパワーにしても何にしても、逐次投入で少しずつやっていくのは余り効果

的ではないので、やることは僕も賛成なのですが、どうしたら効果が出るのかと

いう、人数に関してはもう少し精査されても良いのではないかと思いました。以
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上です。 

 

 学校現場へ行って、この間行った中村小学校などは随分事務職の人がきちんと

した執務状況で、非常にうまく効率的だと思いました。ところが、いろいろな学

校があります。今回の事務長ができるのを機に、事務室の在り様のようなもの、

理想の形態というか、そういうものをしっかりイメージして提示してやることも

大事ではないかと思います。学校現場も事務職の人と技能職の人とがいろいろ一

生懸命やってくれることによって、随分学校が有効に機能しているというか、い

ろいろなものが効率よく進むということをよく言いますから、是非、良い意味で

このことを、今回を機に示してあげることが必要ではないかと思います。是非、

お願いしたいと思います。 

 

 事務機能を向上させ、更に改革していくために、１人の事務長が30校でも20校

でも見るという制度は、私は非常に良いと思います。その意味は何かと言います

と、１人の場所の組織というのは、たこつぼ型になりますし、また、自己に対す

る甘えも出ますし、いくらやっても評価してくれないという諦念感というような

こともあるということで、事務長のアサインメントとして、やはり評価する、育

成するという人事的な、前向きな要素を付けていただきたいと思います。 

 できればその機能を強化するために、アシスタントを付けるということで、本

格的に事務長というのをそれぞれの方面別の組織の中に組み入れて、定期的にき

ちんとしたレポートを出してもらうということで、学校経営のアップグレード、

効率化に資するように、またシェアードサービスという概念があると思うのです

が、それぞれの組織では思い付かない、また、できないようなことも支援すると

いうように、是非ともこの機能を、全国の見本となるようなものに仕上げていこ

うという決意でやっていただきたいと思っております。 

 

 よろしいでしょうか。ほかに御意見等がなければ、教委第51号議案につきまし

ては、原案のとおり承認いただいてよろしいでしょうか。 

 

＜了 承＞ 

  

 それでは、原案のとおり承認させていただきます。事務局から、報告をお願い

します。 

 

 報告いたします。11月16日に個人の方１名から、市立学校の生徒指導に関する

要望書が提出されました。こちらの要望書につきましては、事務局で対応を調整

の上、教育委員会で審議が必要な場合は、次回以降にお諮りしたいと思います。

委員の皆様は、内容の御確認をよろしくお願いいたします。 

 次回の教育委員会定例会は、12月５日月曜日の午前10時から開催する予定で

す。また、12月の臨時会は12月16日金曜日の午前10時から開催する予定ですの

で、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

 よろしいでしょうか。それでは、次回の教育委員会定例会は12月５日月曜日の

午前10時から開催する予定です。また、12月の臨時会は12月16日金曜日の午前10

時から開催する予定です。別途、通知いたしますので、御確認をお願いいたしま

す。 
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岡田教育長 

 

 

 

 次に、非公開案件の審議に移ります。傍聴の方、記者の方は御退席願います。

また、関係部長以外の方も退席してください。 

 

＜傍聴人及び関係者以外退出＞ 

 

＜非公開案件審議＞ 

 

教委第52号議案「審査請求に関する教育長臨時代理について」 

（原案のとおり承認） 

 

 本日の案件は以上です。これで、本日の教育委員会臨時会を閉会といたしま

す。 

 

［閉会時刻：午前11時00分］ 

 




